
歩道規制（歩道内で規制する場合）

1.5ｍ

歩道

植樹帯

路肩

②
⑮

②
⑮

3.5ｍ

1.0ｍ

1.0ｍ

3.0ｍ車道

*1 視覚障害者は交通誘導員が安全に誘導します 等

*2 枝道・駐車場へは必要に応じて交通誘導員を配置し、

出入車両は交通誘導員が安全に誘導します 等

*3民地への車両設置について、事前に説明し了承を得ています 等

*4コーンに保安灯を設置します ピカピカチューブを設置します 等

（図示でも可）

作業車 2.0ｍ

③ ③

松山

断面図（1/50）

歩行者通路
1.5ｍ

歩道
3.5ｍ

植樹帯
1.0ｍ

作業幅
2.0ｍ

官民境界

点字ブロック上を規制する場合
視覚障害者の誘導方法を記載*1

枝道・出入口付近を規制する場合
出入車両の誘導方法を記載*2

歩行者通路はコーンを含めず
0.9ｍ以上確保すること

＜交通誘導員の人数＞
・1.5ｍ以上：１名
・0.9ｍ以上1.5ｍ未満：２名
※0.9ｍ未満は要相談

作業車を民地内に設置する場合
事前に土地所有者の了承を得て
その旨を記載*3

夜間作業の場合

コーンに保安灯かピカピカ
チューブを設置*4



路肩規制

1.0ｍ

歩道

植樹帯

路肩

3.5ｍ

1.0ｍ

1.0ｍ

3.0ｍ車道 松山

④⑰③

コーンは白線からはみ出ない
よう設置すること

断面図（1/50）

歩道
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植樹帯
1.0ｍ

官民境界

路肩
1.0ｍ

作業幅
1.0ｍ

①
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歩道規制（車道に仮歩道を設置する場合）

松山

作業車
⑧⑫⑥⑩⑭④③

①
⑮
⑮

②
⑬
⑮

規制車

予告人

②
⑬
⑮

③

1.5ｍ以上

仮歩道の手前に規制車や
クッションドラムを設置

段差がある場合段差解消
方法を記載

車線幅
3.0ｍ

路肩
1.0ｍ

車線幅
3.0ｍ

路肩
1.0ｍ

植樹帯
1.0ｍ

中央分離帯
2.0ｍ

歩道
2.0ｍ

断面図（1/75）

１車線分を規制する
（白線からはみ出さないこと） 規制延長を記載

15–30°



片側交互通行

松山

大洲

作業車

規制車

⑧⑫⑥⑩⑨④③⑪

予告人

⑪③④⑨⑩⑥⑫⑧

予告人

①
⑮
⑮

①
⑮
⑮

⑮
⑮

⑮
⑮

③
⑯
④

コーンは白線からはみ出ない
よう設置すること

交通誘導員の前にはクッション
ドラムを配置すること

規制区間内に交差する道路がある
場合交通誘導員を配置すること

予告人を配置すること

車線幅
3.0ｍ

路肩
1.0ｍ

車線幅
3.0ｍ

路肩
1.0ｍ

歩道
2.0ｍ

歩道
2.0ｍ

断面図（1/75）

規制延長を記載

15–30°

15–30°



車線規制（１車線規制の場合）

規制車①
⑮
⑮

⑧⑫⑥⑩⑭④③
予告人

松山
作業車⑮

⑮

④
⑯
③

③
⑯
④

大洲

交差点の手前から規制すること

1.5ｍ以上

交通誘導員の前にはクッション
ドラムを配置すること

車線幅
3.0ｍ

路肩
0.6ｍ

車線幅
3.0ｍ

中央分離帯
1.0ｍ

路肩
0.6ｍ

歩道
2.2ｍ

植樹帯
1.0ｍ

断面図（1/75）

信号機に関する作業を行う場合
作業中の信号機が点灯か滅灯か記載

規制延長を記載

規制が横断歩道に被る場合
歩行者通路1.5ｍ以上確保すること

15–30°



車線規制（右折レーン規制）

作業車規制車

⑮

⑧⑫⑥⑤④③
予告人

大洲

松山

右折レーンの始まりから規制すること

交通誘導員の前にはクッション
ドラムを配置すること

車線幅
3.0ｍ

路肩
0.6ｍ

車線幅
3.0ｍ

車線幅
3.0ｍ

中央分離帯
1.0ｍ

路肩
0.6ｍ

歩道
2.2ｍ

植樹帯
1.0ｍ

断面図（1/75）

中央分離帯に設置できる場合
中央分離帯へ設置（予告人含む）

規制延長を記載

①


